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宝  塚  市 

   保 存 版  

注１：平成 28 年 7 月 22 日に都市計画決定しました。 

注２：平成 28 年 7 月 22 日に指定しました。 



 

 武庫川町西地区では、まちづくりルールを定めています    

武庫川町西地区は、商業・サービス、業務、観光、芸術、文化など本市の賑わいと

魅力の中枢であり、緑豊かな山並み景観が見える武庫川左岸南部に位置しています。

宝塚ガーデンフィールズの閉園にともない、その跡地において公共公益施設の整備や

開発事業により沿道店舗・サービス施設など商業関連施設が整備されている地区です。 

開発事業の施行による事業効果の維持・増進を図り、中心市街地にふさわしい土地

利用を促進し、良好な市街地環境の維持・増進を図ることを目標としています。 

２つの制度【①地区計画・②景観計画特定地区】を組み合わせて、地区の特性にあ

った「まちづくりルール」を定めました。 

 

 ま ち づ く り ル ー ル の 枠 組 み               

一般の都市計画法や建築基準法による建築規制に加えて、下記の表に示すように、

２つの制度による４項目の規定により、まちづくりの目標の実現を図っていきます。 

各ルールの内容・区域については、３ページ以降をご覧下さい。 

地 区 計 画 

（ 都 市 計 画 法 ） 
① 建築物等の用途の制限 

景 観 計 画 特 定 地 区 

（ 景 観 法 ・ 宝 塚 市都 市 景 観 条 例 ） 

② 屋根及び外壁の色彩 

③ 敷地の緑化 

④ 垣、柵の構造又は位置 

※ 上記の規制は、決定日又は施行日以降に新たに建築される建築物等に適用されます。

したがって、現存の建築物等が上記規制の内容に合致していない場合であっても、改

善する必要はありません。 

 

また、地区計画の中で、特に重要な事項については、市で「建築条例」を定めるこ

とができます。条例で定められた事項については、建築基準法上の制限となり、建築

確認の審査対象となります。 

（当地区では、「①建築物等の用途の制限」を建築条例として定めています。） 

 

 届出について                       

地区計画・景観計画特定地区の区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築、用

途・形態（意匠）の変更などを行う場合は、市への届出が必要となります。（届出書

の様式は、担当課窓口又は市のホームページから取得できます。） 

市では、届出された計画がまちづくりルールに適合しているかチェックし、適合し

ていない場合は、設計変更などの必要な措置をとるよう指導等を行います。 

建築確認その他手続きの流れについては、最終ページをご覧下さい。 
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 植栽計画について                    

当地区では、景観計画特定地区のルールで、「敷地の緑化」が定められています。 

 一般的に植栽工事は、建築工事が終わってから行われますが、建築の計画段階に併

せて植栽計画を行う必要があります。 

その際、植物は生き物ですので、日照などの条件はもちろんですが、敷地周囲の状

況や軒先などで雨が当たらない部分などの条件に配慮した植栽計画となるよう、また、

成長にあわせた植栽密度や管理体制にも配慮が必要です。 
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地区計画 

 

４１ 武庫川町西地区地区計画 

平成28年7月22日決定 

 

◆ 地区の概要 

名     称  武庫川町西地区地区計画 

位     置  宝塚市武庫川町の一部 

区     域  計画図表示のとおり 

面     積  約３．８ha 

 

◆ 区域の整備、開発及び保全に関する方針 

地区計画の目標 

当地区は、商業・サービス、業務、観光、芸術、文化など本市の賑わいと魅力

の中枢であり、緑豊かな山並み景観が見える武庫川左岸南部に位置している。宝

塚ガーデンフィールズの閉園にともない、その跡地において公共公益施設の整備

や開発事業により沿道店舗・サービス施設など商業関連施設が整備されている地

区である。 

本計画は、この開発事業の施行による事業効果の維持増進を図るとともに、中

心市街地にふさわしい土地利用を促進し、快適な市街地の形成を図ることを目標

とする。 

土地利用の方針 

地区の特性に応じて、「商業施設地区」、「公共公益施設地区」に細区分する。 

１．「商業施設地区」 

国道１７６号、歌劇場前交差点、宝塚大劇場や花のみちに接した街区であり、

幹線道路の沿道、近隣の商業・観光サービス施設等の活性化にふさわしい土地利

用を図る。 

２．「公共公益施設地区」 

手塚治虫記念館を含む緑豊かな庭園を主体とした施設を配置し、公共公益上必

要な機能の向上に資する土地利用を図る。 

建築物等の整備の方針 

１．「商業施設地区」 

幹線道路の沿道、近隣の商業・観光サービス施設等の活性化にふさわしい土地

利用を図るため、建築物等の用途の制限を行う。 

２．「公共公益施設地区」 

公共公益上必要な機能の向上のための土地利用を図るため、建築物等の用途の

制限を行う。 
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地区計画 

 

◆ 地区整備計画 

地区整備計画を定める区域 計画図表示のとおり 

地区整備計画の区域面積 約３．８ｈａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項 

地区の細区分の名称 商業施設地区 公共公益施設地区 

地区の細区分の区域 計画図による 

地区の細区分の面積 約２．４ｈａ 約１．４ｈａ 

建築物等の用途の 

制限 

次に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

（１）マージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券売場その他これらに類するもの 

（２）キャバレー、料理店その他これ

らに類するもの 

（３）個室付浴場業に係る公衆浴

場、ヌードスタジオ、のぞき劇

場、ストリップ劇場、専ら異性

を同伴する客の休憩の用に供す

る施設、専ら性的好奇心をそそ

る写真その他の物品の販売を目

的とする店舗その他これらに類

するもの 

次に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

（１）住宅 

（２）共同住宅、寄宿舎又は下宿 

（３）マージャン屋、ぱちんこ

屋、射的場、勝馬投票券発売

所、場外車券売場その他これら

に類するもの 

（４）カラオケボックスその他こ

れに類するもの 

（５）原動機を使用する工場で作

業場の床面積の合計が５０㎡を

超えるもの 

（６）危険性や環境を悪化させる

おそれが少ない工場（建築基準

法別表第２（と）項第３号に規

定する事業を営む工場） 

（７）火薬、石油類、ガスなどの

危険物の貯蔵又は処理に供する

もので、その危険物の量が少な

い施設（建築基準法別表第２

（と）項第４号に規定する建築

物） 

（８）倉庫業を営む倉庫 

（９）キャバレー、料理店その他

これらに類するもの 

（１０）個室付浴場業に係る公衆

浴場、ヌードスタジオ、のぞき

劇場、ストリップ劇場、専ら異

性を同伴する客の休憩の用に供

する施設、専ら性的好奇心をそ

そる写真その他の物品の販売を

目的とする店舗その他これらに

類するもの 
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地区計画 

 

別表第１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画図 

－5－



景観計画特定地区 

 

 

 

 

９ 武庫川町西地区景観計画特定地区 
平成 28 年 7 月 22 日指定 

 

１ 景観計画区域（景観法第 8 条第 2 項第１号）内における景観計画特定地区について 

(1) 名称 武庫川町西地区景観計画特定地区 

(2) 位置 宝塚市武庫川町の一部 

(3) 区域 計画図表示のとおり 

(4) 面積 約３．８ha 

 

 

２ 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針・・・景観法第 8 条第 3 項 

(1) 景観計画特定地区の区域における景観形成の方針 

当地区は、商業・サービス、業務、観光、芸術、文化など本市の賑わいと魅力の中

枢であり、緑豊かな山並み景観が見える武庫川左岸南部に位置しています。宝塚ガー

デンフィールズの閉園にともない、その跡地において公共公益施設の整備や開発事業

により沿道店舗・サービス施設など商業関連施設が整備されている地区です。 

開発事業の施行による事業効果の維持・増進を図り、中心市街地にふさわしい土地

利用を促進するため、今後もこの地区の景観を保全、育成し、周辺市街地の雰囲気に

調和した緑豊かで良好な市街地環境の維持・増進を図ることを目標とします。 

 

(2) 景観計画特定地区の区域における景観形成の指針 

緑豊かで自然環境と調和した地域の街並みの景観を保全・育成し、安全で安心なゆ

とりある市街地環境の維持・増進を図るため、景観計画による景観形成の指針の遵守

に努め、市民と市が協働してまちづくりを進めます。 

広告物は、まちなみに調和したものとし、掲出については、光源の使用を必要最小

限とすること。建植え看板の表示面の面積、数量、地上からの高さは必要最小限とし、

色彩はまちなみに調和したものとすること。 

 

 

３ 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項・・・景観法第 8 条第 2 項第 2 号 

景観形成の方針に基づき、武庫川町西地区景観計画特定地区内について良好な景観の

形成のための各行為に関する景観形成基準を次のとおり定めます。 

 

表-1 景観形成基準＜Ⅰ 建築物の建築等＞ 

項 目 基 準 

屋根及び外壁の色彩 建築物の屋根及び外壁の色彩及び意匠は、周辺環境と調和した

落ち着きのあるものとすること。（景観形成基準等の解説２(2)

参照） 

敷地の緑化 １ 敷地内の既存樹木は、可能な限り保全する。ただし、やむ

を得ず既存樹木を保全できない場合は、可能な限り敷地内に

移植し、伐採は必要最小限とすること。 

２ 道路に面して樹木を植栽すること。 

３ 敷地内の緑化は、周辺環境と調和したものとすること。（景

観形成基準等の解説２(3)参照） 

４ 建築物の敷地が 1,000 ㎡以上の場合は、緑視率を２０％以

上道路側において確保すること。ただし、敷地の状況により

緑視率が２０％確保できない場合は、緑被率を２０％以上確

保すること。 
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景観計画特定地区 

 

 

 

 

表-2 景観形成基準＜Ⅱ 建築物の修繕等＞ 

項 目 基 準 

屋根及び外壁の色彩 表-1景観形成基準＜Ⅰ 建築物の建築等＞の屋根及び外壁の

色彩に準じる。 

敷地の緑化 表-1 景観形成基準＜Ⅰ 建築物の建築等＞の敷地の緑化に準

じる。 

 

 

 

表-3 景観形成基準＜Ⅲ 工作物の建設等＞ 

項 目 基 準 

垣、柵の構造又は 

位置 

 道路に面する垣又は柵の構造は生垣をはじめ、植栽を併設し

た塀やフェンス等、緑化の妨げにならない周辺環境と調和した

良好な意匠のものとすること。 

 

 

 

表-4 景観形成基準＜Ⅳ 木竹の植栽又は伐採＞ 

項 目 基 準 

敷地の緑化 表-1 景観形成基準＜Ⅰ 建築物の建築等＞の敷地の緑化に準じ

る。 
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景観計画特定地区 

 

 

 

景観形成基準等の解説 

 

１ 目的 

この解説は、武庫川町西地区景観計画特定地区内の景観形成基準等の取扱いについて明

確化を図るとともに、その適正な運用を確保することを目的とする。地区内の一定規模以

上の行為の景観形成基準は、「景観計画区域内における景観形成基準」（第３章 3.3）に適

合した上で、別紙の景観形成基準に適合することが必要です。 

 

２ 景観形成基準等の取扱いは、次によるものとする。 

(1) 広告物の掲出について  

1）次に掲げる広告物以外の広告物は、これを表示し、又は設置してはならない。また兵

庫県屋外広告物条例における許可地域で商業系地域以外の地域と同等の許可基準とす

る。 

ｱ. 看板、立看板、広告塔その他これらに類する自家用広告物 

ｲ. 建築物の壁面に表示し、又は設置する自家用広告物 

ｳ. この地区の区域内における建築物等の誘導に関する広告物 

2）ネオンサイン等（ネオンサイン、ＬＥＤサイン、光ファイバー利用など）で、かつ、

光源の点滅するものは、設置しないこと。 

 

(2) 建築物の屋根及び外壁の色彩について  

 対象行為：＜Ⅰ建築物の建築等＞＜Ⅱ建築物の修繕等＞ 

   外壁、屋根など外観に使用する色彩のマンセル表色系による明度・彩度は、次の範囲

内の数値とする。（無着色の木材、石材、漆喰、レンガ、ガラスなどを使用する部分お

よび各壁面の見付面積の 4 分の 1 以下の部分は除く） 

 屋 根 外 壁 

色 相 明度(以下) 彩度(以下) 明度 彩度(以下) 

N 8 程度 － 

3～8.0 

－ 

R 

6 程度 

6 6 
YR 

Y 4 4

その他 2 2 

 

(3) 敷地の緑化について  

対象行為：＜Ⅰ建築物の建築等＞＜Ⅱ建築物の修繕等＞＜Ⅳ木竹の植栽又は伐採＞ 

1) 敷地内の緑化について 

敷地内の緑化については、区域内道路沿いはサクラ・カツラを、国道 176 号沿いは

国道 176 号沿いの街路樹と同様の樹種を基本とし、多様な樹種で樹林帯を構成するこ

とを推奨する。 

2) 緑視率の算定方法 

緑視率(％)＝樹木等の立面投影面積÷建築物の立面投影面積（屋根部分の面積を除く） 

×１００ 

       樹木等の立面投影面積は、次により算定した面積の合計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【樹木別の立面投影面積】 

①高木              ・・・・・・・・・・・・・・１０㎡／本 

②中木              ・・・・・・・・・・・・・・・５㎡／本 

③低木              ・・・・・・・・・・・・・・・１㎡／本 

④生垣緑化            ・・・・・・・・・・・・・生垣高×延長 

⑤壁面緑化            ・・・・・・壁面緑化部分の面積×３／４ 

⑥バルコニーの緑化        ・・バルコニーの緑化部分の面積×３／４ 
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景観計画特定地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 緑被率の算定方法 

緑被率（％）＝緑被面積（樹木の樹冠投影面積、植栽部分の合計）÷敷地面積×１００ 

緑被面積は、次により算定した面積の合計とする。 

【樹木別の樹冠投影面積】 

①高木              ・・・・・・・・・・・・・・１０㎡／本 

②中木              ・・・・・・・・・・・・・・・３㎡／本 

③低木              ・・・・・・・・・・・・・０．５㎡／本 

【植栽部分】 

④屋上緑化            ・・・・・・・・・屋上緑化面積×３／４ 

⑤駐車場緑化ブロック       ・・・・・・・緑化ブロック面積×１／２ 

⑥生垣緑化            ・・・・・・・・・・・・・生垣幅×延長 

⑦花壇等の植栽スペース      ・・・・・・・・・・・・・花壇幅×延長 

⑧バルコニーの緑化        ・・バルコニーの緑化部分の面積×３／４ 

40ｍ

25ｍ 高木

中木

低木

植栽スペース

生垣

緑化ブロック

 
 

 

 

 

・高木とは、植栽時３．０ｍ以上、成木時５．０ｍ以上の樹木 

・中木とは、植栽時２．０ｍ以上、成木時３．０ｍ以上の樹木 

・低木とは、植栽時０．４ｍ以上、成木時１．２ｍ以上の樹木 

37ｍ

19ｍ

１０ｍ 

道 路
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景観計画特定地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画図 
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開発構想届
の提出

具体的な計画策定の前に届出を行います。
特定開発事業(開発事業区域の面積が500
㎡以上等）では、説明会の開催や要望書の
提出などの機会が設けられます。

景観計画
特定地区内行為
届出書の提出

景観形成の方針に関する協議を行い、届出
が必要です。
特に影響が大きいものは、景観審議会に意
見を聴く機会が設けられます。

地区計画・景観
計画区域内行為
届出書の提出

土地の区画形質の変更や建築物の建築、用
途・形態(意匠）の変更を行う場合、建築確
認申請の前の段階で届出が必要です。

建築確認
建築物の新築等を行う際に、宅地建物審査
課（又は民間指定確認検査機関）に法令の
規定に適合しているかの確認を受けます。

中間検査
建築物の工事中に、宅地建物審査課（又は
民間指定確認検査機関）に法令の規定に適
合しているかの検査を受けます。

完了検査
建築物の工事完了の段階で、宅地建物審査
課（又は民間指定確認検査機関）に法令の
規定に適合しているかの検査を受けます。

行為完了届出書
の提出

植栽、外構工事完了時に届出が必要です。

皆さんが建替えや増改築等を行う際の主な手続きの流れ

計画
地区まちづくり

ルールに適合

建替えや増改築等を行う際には、次の各段階において、以下のような手続き（申

請・届出等）が必要になります。手続きの内容や対象となる行為など詳細な点につい

ては、宝塚市役所にお問い合わせください。

景観形成指針に適合

都市景観デザイン審

査協議済通知書交付

地区計画・景観

形成基準に適合

適合通知書交付

確認済証交付

中間検査

合格証交付

検査済証交付

届出内容の確認

設計

着工

工事

完成

■お問合せ先（宝塚市役所の担当窓口）

・地区計画、都市景観条例について

・開発まちづくり条例について

・建築確認申請などについて

： 都 市 計 画 課 （電話 0797‐77‐2088）

： 開 発 指 導 課 （電話 0797‐77‐2081）

： 建 築 指 導 課 （電話 0797‐77‐2082）



宝塚市景観計画 2012.11（抜粋） 

平野部市街地地域の景観形成基準 

 

景観形成基準【建築物の建築等】 

屋根及び外壁の色彩 外壁、屋根など外観に使用する明度・彩度は、下表マ

ンセル表色系による数値の範囲内とする。（無着色の木

材、石材、漆喰、レンガ、ガラスなどを使用する部分及

び各壁面の見付面積の４分の１以下の部分は除く）  屋 根 外 壁 
色 相  

明度 
(以下) 彩度 

(以下) 明度 彩度 
(以下) 

N 8程度  
3～8.5  

R 
6程度 6 4（*1） 

YR 6 4（*1） 
Y 4 4 
その他 2 2 
（*1） 第１種低層住居専用地域以外の地域は6まで緩和する 

 

 



 建築物の建築に係る景観形成基準の取り扱いについて  

※宝塚市の景観形成基準における基本的な取り扱いを示しており、敷地状況等によってはこの限りではありません。 

下記ケースに該当しない場合は担当者と協議を行ってください。 

 

【対象となる建築物】 

■ 対象となる建築物は、建築基準法第 2 条第 1 項に規定する建築物です。 

※カーポートや駐輪場、物置等の小規模な建築物にも基準が適用されます。 

 

屋根及び外壁の色彩                                     

【色彩基準】 

■ 対象範囲は、外壁部分及び屋根部分全てです。 

■ 以下の部分についても基準の対象となりますので、マンセル値をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

【色彩基準の適用除外】 

■ 木材やガラス、漆喰等の自然素材については、無着色のもののみ適用除外となります。 

■ 木調のプリントは適用除外となりませんので、マンセル値をご確認ください。 

■ 見付面積の 1/4 以内となる部分の算定について 

・見付面積の算定は合算ではなく、各壁面それぞれで 1/4 以内となるようにしてください。 

・ルーバー部分の見付面積は面として算定し、部材間についてもルーバーがあるものと見 なし

ます。 

 

【大きな壁面を有する建築物について】 

■ 「大きな壁面を有する建築物」とは、⾧辺約 31ｍ・短辺約 10ｍを超えるものを目安とします。 

 

【地区計画での基準について】 

■ 建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限等において「周辺環境に調和したもの」とは、景観計

画における景観形成基準に準ずるものとします。 

 

【届出書の提出に係る留意事項】 

■ 立面図又はパース等に外壁部分及び屋根部分のマンセル値を全て記載してください。 

 ■ 同一建築物において複数の色彩を採用する場合については、立面図等への着色又はハッチ等の記

載によって、各色彩の着色範囲を明示してください。 

 

 

 

 

「外壁部分」に含まれるもの（一例） 

・バルコニー腰壁 

・ルーバー 

・車庫のシャッター 

・カーポートや駐輪場の柱 

「屋根部分」に含まれるもの（一例） 

・陸屋根 

・太陽光パネル 

・カーポートや駐輪場の屋根 

 



敷地の緑化                                         

【基準の優先順位について】 

■ 各景観形成基準での記載の順によらず、緑視率の基準の適用を優先します。（市内一律） 

■ 敷地形状等において緑視率の適用が困難であると認められる場合（旗竿地等）のみ、道路際

の景観への配慮をした上で、緑被率（又は緑地率）の基準を適用します。 

 

【道路に面する植栽について】 

■ 対象となる道路は、建築基準法第 42 条第 1 項に規定する道路です。 

■ 建築基準法第 43 条第 2 項第 2 号の規定による許可を受けている場合には、道路から計画敷地ま

での空地についても、原則対象となる道路とみなします。 

 ■ 「道路に面して」とは、可能な限り道路際で植栽するものとし、原則道路から車 1 台分程度（約

5ｍ）の範囲内のものを算定対象とします。 

 

【緑視率の算定】 

■ 対象となる道路及び算定対象となる植栽の範囲は、【道路に面する植栽について】に準ずるもの

とします。 

■ 建築物の立面投影面積には、地上面より上にある基礎（及び深基礎）を含みます。 

道路より地盤レベルが下がっている場合でも、敷地内の地上面より上部については原則として面

積に含むこととします。 

■ 移動可能な鉢（プランター等）に植えられた植栽については算定対象外です。 

■ 樹木等の前面に透過性のない塀などがある場合は、樹木等の高さの約 1/4 以上が道路から視認で

きるもののみを算定対象とします。 

■ 一カ所に複数の樹木等が密に計画されている場合についても、樹木等の高さの約 1/4 以上が道路

から視認できるもののみを算定対象とします。 

例）道路から見た際に縦並びに同じ高さの樹木等が計画されている場合においては、前方の樹木等のみが算定対象とな

り、後方の樹木等については算定対象外となります。 

■ 敷地の形状や利用形態等により緑視率の確保が困難な場合については、個別で状況を確認した上

で算定可能範囲を判断しますので、都市計画課と協議をお願いします。 

 

【緑被率の算定】 

■ 駐車場緑化ブロックは、実際の駐車スペース部分が算定可能な範囲となります。 

■ 芝生については算定対象外です。 

■ 花壇等の植栽スペースは、現実的に管理行為が可能となるような見切りや管理用通路を設けるも

のとし、実際に植栽可能な範囲のみを算定対象とします。 

 

【緑地率の算定】 

■ 主に花壇等の植栽スペースについての面積算定となるため、樹木別での面積算定は行いません。

（緑視率及び緑被率の算定時とは異なります。） 

■ 芝生及び植栽スペースについての取り扱いは、【緑被率の算定】に準ずるものとします。 

 

【届出書の提出に係る留意事項】 

■ 緑化の計画図には、樹木等の高さや植栽スペースの寸法等を明記してください。 

■ 緑視率等の算定については、添付書類のいずれかに根拠となる計算式を記載してください。 


